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さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。

【①こども体験講座～クリスマス飾
りを作ろう】
　革やフェルトを使ってオリジナル
のクリスマス飾りを作ります。
対小学生
日１２月８日㈰午前１０時３０分～正午
場ｂｏｎｏ相模大野（相模原市）
講東京家政学院大学生活デザイン学
科助教・佐々木麻紀子氏
定２０人（抽選）
費１０００円（材料費含む）

【②気を巡らせて“ぽかぽかな体”づ
くりを目指しましょう！２】
　昨年度好評だった講座の第２弾で
す。「気」とは何か、気と健康づくりに
ついてのお話と簡単なワークを行い
ます。
日１２月１２日㈭午後１時３０分～３時
３０分
場町田市生涯学習センター
講相模女子大学短期大学部非常勤講
師・西村かおる氏
定２０人（抽選）
費１２００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①１１月１５日まで②１１月
１８日まで（いずれも必着）に、郵送ま
たはＦＡＸでさがまちコンソーシア
ム事務局へ（さがまちコンソーシア
ムホームページで申し込みも可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
国際版画美術館～企画展「美人画の
時代－春信から歌麿、そして清方へ」
関連イベント

プロムナード・コンサート
【浮世絵と響きあう音楽～和と洋の
楽器で】
日１１月１６日㈯、午後１時から、午後３
時から（各３０分程度）
場同館エントランスホール

※座席の用意はありません。
出演服部惠美子（箏

こと

・三
さん

絃
げん

）、近藤ひか
り（フルート・ピアノ）
問同館☎７２６・２８８９
消費生活センター～東京都共催講座

くらしに役立つ料理教室
【国産大豆で手作り豆腐～おからも
食べよう！】
　国産大豆の豆腐と、おからを使っ
たおかずを作ってランチにします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月２６日㈫午前１０時３０分～午
後２時
場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定２４人（申し込み順）
費５００円（材料費）
申１１月６日正午～１９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１１０６Ｂへ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に６人）は併せて申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
町田・安心して暮らせるまちづくり
プロジェクト～市民向け講座

救急車が必要なのはどんな時？
【救急車の上手な使い方】
　高齢者の体調が急に悪くなった
ら、どうすればよいのでしょうか。救
急車の利用や緊急時の対応方法、日
頃の備えについてお話しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月１４日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講町田消防署　他
定１５０人（申し込み順）
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢・性別を明示し、１１月１日午前９
時～１２月１日午後５時に電話または
ＦＡＸで町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ１９
　高齢者へのケアの向上や、医療と
介護の連携などについて、市民の方
に理解を深めていただくため、施設
の職員や学生による発表、福祉用具
の展示等を行います。カフェコーナ
ーもあります。

日・内１１月２０日㈬、①実践・研究発
表大会＝午前１１時～午後５時３０分
②介護・福祉用具の展示と健康測定
＝正午～午後５時③介護川柳とまち
けあ★キッズの掲示＝正午～午後５
時④無料体験マッサージ＝午後１時
～５時⑤介護の仕事相談・求職登録
会＝午後１時～５時
場町田市文化交流センター５・６階
※駐車場はありません。
費①１０００円（高校～大学院生無料）
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター（☎８５１・９５７８、受付時間＝祝
休日を除く月～金曜日の午前９時～
午後５時）へお問い合わせ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
専門職向け

ゲートキーパー養成講座
　ゲートキーパーとは特別な資格は
でなく、身近な人の悩みに気づき支
える人のことです。
　今回は、専門職に求められるゲー
トキーパーの役割をメインテーマ
に、講義とグループワークを行いま
す。
対医療・介護関係者等
日２０２０年３月５日㈭午後１時～４時
場町田市民病院
講精神保健福祉士・西村由紀氏
定５０人（申し込み順）
申１１月８日正午～２０２０年３月２日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード１９１１０８Ｂ
へ。
問健康推進課☎７２４・４２３６

高齢運転者安全運転教室
　運転に必要な認知・身体機能の状
態を把握し、改めて安全運転につい
て考えてみませんか。
※運転免許証の更新時に受講する法
定講習とは異なります。
※町田ドライヴィングスクールの送
迎バス（町田駅発のみ）がご利用いた
だけます。時間、乗車場所については
同スクールホームページをご覧下さ
い。
対車を運転する市内在住の６５歳以
上の方
日１１月２７日㈬午前９時１０分～午後
０時３０分
場同スクール（南大谷）

内交通安全講話、運転適性検査、実車
走行等
定２４人（申し込み順）
申１１月６日正午～２０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１１０６Ｃへ。
問市民生活安全課☎７２４・４００３
司法書士と一緒に考えましょう

高齢者・障がい者のため 
の成年後見制度相談会
　成年後見制度や相続・遺言、悪質商
法被害、多重債務問題等について司
法書士が相談に応じます。
日１２月７日㈯午前１０時～午後４時
※相談時間は１人１時間までです。
場町田市民フォーラム
講（公社）成年後見センター・リーガ
ルサポート東京支部
定１８人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、電
話またはＦＡＸで（社福）町田市社会
福祉協議会福祉サポートまちだ（町
田市民フォーラム４階、☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

知 財 無 料 相 談 会
　創業の際の商標登録や、自社の知
的財産（知財）を活用した外部との連
携開発、新技術についての特許取得
などに関する悩みを弁理士に相談で
きます。
日１１月１４日、１２月１２日、２０２０年１
月９日、２月１３日、３月１２日、いずれ
も木曜日、午後１時から、午後２時か
ら、午後３時から（各５０分程度）
場町田新産業創造センター
定各１人（申し込み順）
申同センターホームペ
ージ（右記ＱＲコード）
で申し込み。
問産業政策課☎７２４・３２９６

居 住 支 援 セ ミ ナ ー
【どの人もまちだで暮らすために】
　住宅探しでお困りの方を支援する
「居住支援」について考えます。
対住宅所有者、不動産事業者、福祉事
業者
日１１月１８日㈪午後２時～４時
場生涯学習センター
※駐車場はありません。
内不動産と福祉の視点から効果的な
居住支援を考える
講法政大学現代福祉学部教授・宮城
孝氏、（公社）東京都宅地建物取引業
協会町田支部長・大滝睦男氏、（社福）
悠々会理事長・陶山慎治氏
定１５０人（申し込み順）
申１１月１５日午後４時までに電話ま
たはＦＡＸで住宅課（☎７２４・４２６９返
０５０・３１６１・６１０９）へ。
※申込書は町田市ホームページでダ
ウンロードできます。

自由民権資料館 
休館のお知らせ

　施設改修工事のため１２月９日㈪
～２０２０年３月３１日㈫は休館しま
す。
　なお、休館中は展示観覧、資料閲
覧等の利用ができません。ご理解
ご協力をお願いします。
問同館☎７３４・４５０８

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度� 問資産税課☎７２４・２１１８

　一定の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、固定資産税を減額します。工事が完了した日から３か月以内
に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。また、「固定資産税のあらまし」を資産税課（市庁舎２階）で配布してい
ます（町田市ホームページでダウンロードも可）。

対　象 内　容 減額期間

耐震改修

1982年1月1日以前に建築された住宅を、現
行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行
ったもの（工事費用が50万円を超えた場合）
※市から補助金が出ている耐震工事を行って
いても、「簡易耐震工事」の場合は改修工事に
必要な要件・基準を満たさないため、軽減措置
の対象外です。

1戸あたり床面積120㎡相当分を
上限として、固定資産税額の2分
の1を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改
修された場合は3分の2を減額。

2019年1月2日～2020年3月31日
に工事が完了した場合＝改修工事が
完了した年の翌年度1年度分
※ただし、建築物の耐震改修の促進
に関する法律に規定する通行障害既
存耐震不適格建築物に該当する場合
は翌年度から2年度分。

バリアフリー
改修

新築された日から10年以上を経過した住宅
（賃貸住宅を除く）で、一定の要件を満たすバ
リアフリー改修工事を行ったもの（補助金等
を除く工事費用が50万円を超えた場合）

1戸あたり床面積100㎡相当分を
上限として、固定資産税額の3分
の1を減額

2020年3月31日までに工事が完了
した場合＝改修工事が完了した年の
翌年度1年度分

省エネ改修

2008年1月1日以前に建築された住宅（賃貸
住宅を除く）で、一定の要件を満たす省エネ改
修工事を行ったもの（窓の断熱改修工事必須、
補助金等を除く工事費用が50万円を超えた
場合）

1戸あたり床面積120㎡相当分を
上限として、固定資産税額の3分
の1を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改
修された場合は3分の2を減額。

2020年3月31日までに工事が完了
した場合＝改修工事が完了した年の
翌年度1年度分

※�バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額は、おのおのの申告により同時に適用されますが、耐震改修を行った住宅に係る減額
制度と同時には適用されません。


